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○ 遅くともeLTAXの次期更改時期とされた令和8年9月には
 eLTAXを活用した公金収納を開始することを目指す。
 「地方公共団体への公金納付のデジタル化に向けた取組の
 方針について」（令和５年３月30日地方公共団体への公
 金納付のデジタル化の検討に係る関係府省庁連絡会議決定）

○ その上で、現在検討を進めているeLTAX次期システムの構
 築に大きな影響を及ぼすと考えられるシステム上の主な課題に
 ついて、共有させていただきたい。

１．基本的な考え方
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○データの流れ（黒矢印）
①地方公共団体は、eLTAXに納付書情報の登録
②地方公共団体は、納税者にeL-QR付納付書の送付
③納税者は、地方税お支払サイト等を通じて納付書情報の照会
④納税者は、地方税お支払サイト、スマホアプリ等、金融機関窓口のいずれかで支払操作等を実施
⑤支払操作等に基づき決済
⑥決済完了後、消込情報がeLTAXに連携
⑦地方公共団体は、eLTAXから納付情報ファイルの取得を行い、基幹税務システムで消込処理を実施

○資金の流れ（緑矢印）
➊決済された資金は、幹事金融機関の地方税共同機構の口座へ振込
➋地方税共同機構の口座に振り込まれた資金は、指定金融機関の各地方公共団体の入金口座へ振込

２．eLTAXにおけるeL-QRを活用した地方税納付の概要（令和5年度）

スマホアプリ等

地方税
お支払サイト※

納税者 地方公共団体②eL-QR付納付書の送付

eLTAX

クレジットカード事業者
スマホアプリ等事業者

金融機関

幹事金融機関
（地方税共同機構の口座）

指定金融機関
（各地方公共団体の入金口座）

①納付書情報の登録

⑦納付情報ファイルの取得
（消込情報）

金融機関窓口

③納付書情報の照会

⑤決済 ⑥消込情報の連携

④ 納付書を窓口に持ち込み

・eL-QRの読み取りによる納税
・eL番号の入力による納税

・基幹システムから抽出した各税目
の納付書情報の登録
・納付書情報の消込登録

④ アプリ内で支払操作

④ サイト内で支払操作

地方税共通納税
システム

 

概

要

※「地方税お支払サイト」とは、令和５年４月から開始した自宅やオフィスに届く納付書に印刷されたeL-QRやeL番号を使い、スマートフォンやパソコンで
地方税を支払うサイト

➊振込 ➋振込



ア 増枠を図るためには、MPNの仕様を変更し、現在、地公体が任意で使用できるとしている番号（３００～９００番台）を全国統一
で利用する番号に振り直す対応案が考えられます。（最大700程度の増枠可）

（第1回実務検討会資料6 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会・運営機構より抜粋）
イ または、税目・料金番号（3桁整数）に限りがある中で、複数の公金を一括りにすることによって、空きの範囲で税目・料金番号を付番
  するか。
  その際には、公金の括りについては、地方税お支払サイトや一部のATM等において税目・料金番号に対応する名称が表示されることをど

  のように考えるか。
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地方公共団体が収入する公金に対して、どのように税目・料金番号を付番するか。

課題①

主な論点

３．課題①「税目・料金番号の付番」について

地方税お支払サイト上の表示

税目・料金番号
に対応する名称

MPN の仕様では、税や料金ごとに「税目・料金番号（３桁整数）」を割当て、料金番号は２つの体系としており、全国統一で使用できる
料金番号は付番済み 12 個、空き約 80 個となります。
全国統一で使用できる料金番号  ：２００番台（２０１～２９４まで）
地公体が任意で使用できる料金番号：３００～９００番台

（第1回実務検討会資料6 日本マルチペイメントネットワーク推進協議会・運営機構より抜粋）

現状

共通納税機関コード
5桁

案件特定キー
20桁

確認番号
6桁

税目・料金番号
3桁

基本４情報



ア 共通納税機関コードに限りがある中で地方公共団体内の各組織に対して、どのように共通納税機関コードを付番するか。
具体的には、地方公共団体の中で普通地方公共団体の長や地方公営企業の管理者単位に共通納税機関コードを付番することも考えら
れるか。

イ 地方公共団体は、納付情報ファイルを地方公共団体内での複数のシステムに取り込む必要がある場合は、税目・料金番号や地方公共団
体の任意のコード等で適宜分割して取り込む対応が必要となるか。
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eLTAXが地方公共団体内の組織を跨って利用されることになると考えられるため、納付情報ファイル・入金口座の分割単位をどのように整理す
るか。

４-１．課題②「納付情報ファイル・入金口座の分割単位」について

課題②

主な論点

地方公共団体の税部門のみがeLTAXを利用しており、1地方公共団体につき1つの共通納税機関コードを付番し、そのコードに対して1納付
情報ファイル・1入金口座での運用を行っている。
（例）北海道の場合…０１０００番台に付番済み180個（道・179市町村）、空き820個

現状

※「納付情報ファイル」とは、いつ、誰が、誰にどの科目・期別の公金をいくら、どのように支払うか、支払ったか等を示す納付、消込に関す
る情報

※「入金口座」とは、地方公共団体が会計管理者に代わって公金の収納、支払の事務を取り扱わせるために指定金融機関に開設する口座

※「共通納税機関コード」とは、地方公共団体コードまたはMPN収納機関番号のいずれかからなる5桁整数のコードで、都道府県単位で５桁のうち上２桁が
決まっており、その都道府県及び管内市区町村が下３桁を振り分けている。
【参考】『「R4.3.14地方税統一QRコードの活用に係る検討会」地方税統一QRコード格納項目「団体番号」の内容の再定義について』において、原則とし

 て、地方公共団体コードの情報部（5桁）を使用するが、MPN収納機関番号を取得している場合はそちらを優先するとされている。（6ページ参照）
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【参考】「R4.3.14地方税統一QRコードの活用に係る検討会」
地方税統一QRコード格納項目「団体番号」の内容の再定義について
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共通納税機関コード複数保有（想定イメージ図）

地方税共通納税システム
（管理：地方公共団体単位）

地方公共団体
（1共通納税機関コード）

（例：○○市）

納付情報ファイル
（1ファイル）

入金口座
（1つ）

共通納税機関
（1共通納税機関コード）

（例：○○市）

共通納税機関
（1共通納税機関コード）
（例：○○市 水道局 ）

入金口座
（1つ）

入金口座
（1つ）

納付情報ファイル
（1ファイル）

納付情報ファイル
（1ファイル）

現
在
の
構
成

実
現
案

４-２．課題②主な論点アについて

地方税共通納税システム
（管理：共通納税機関コード単位）

地方公共団体

eLTAX

eLTAX



納付情報ファイル
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地方公共団体（共通納税機関コード単位）eLTAX
納付書情報の登録

基幹税務
システム

金額計算
・QR生成

財務会計
システム

各公金
システム

代表となる部門（例：財務会計システム所管部門など）

金額計算
・QR生成

金額計算
・QR生成

納付情報ファイル
ダウンロード

４-３．課題②主な論点イについて

消込情報の流れ（想定イメージ図）

各システムへ
納付情報ファイル
を取込

地方税共通納税
システム

地方公共団体は、必要に応じて
納付情報ファイルを分割
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５．その他の課題

○ そのためには、地方公共団体への公金納付のデジタル化に対応する
ためのシステムの処理能力や回線の容量などを把握する必要があり、

 特に次の２点の把握が必要
 ・ 各公金の月別納付件数などの想定データ量
 ・ 地方公共団体での消込事務に係るシステム構成や業務フロー

○ 今後の議論の円滑化のためにも地方公共団体側の窓口の集約
 化が必要

○ eLTAX次期システムの更改時期（令和８年９月）に向け、本
 年中にはeLTAX次期システムの要件定義を行う必要がある点を踏
まえて、地方公共団体への公金納付のデジタル化に向けたスケ
ジュールの検討を進める必要がある。



用語 概要

地方税共通納税
システム

全ての都道府県、市区町村へ、自宅や職場のパソコンから電子的な
納付ができる仕組み

幹事金融機関
地方税共同機構が契約している金融機関で、現在の幹事金融機関は
みずほ銀行

納付情報ファイル
（消込情報）

いつ、誰が、誰にどの科目・期別の公金をいくら、どのように支払
うか、支払ったか等を示す納付、消込に関する情報

指定金融機関
地方公共団体が会計管理者に代わって公金の収納、支払の事務を取
り扱わせるために指定する金融機関

共通納税機関コード
地方公共団体コードまたはMPN収納機関番号のいずれかからなる5
桁整数のコード

案件特定キー
納付書を一意に特定するために地方公共団体が採番する20桁整数の
コード

確認番号
納付書を一意に特定するために地方公共団体が採番する6桁整数の
コード
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（参考）用語説明
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